
特定粉じん排出等作業実施届出判断フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大気汚染防止法は適用

されない 

特定粉じん排出等作業の届出が必要 

（飛散防止措置の指導に当たっては、労働基準監

督署と十分連携を図ること）※２ 

※１ 環境省通知｢大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について｣（令和２年11月30

日、環水大大発第2011301号）p4～5に、建築物等の解体等工事に該当しない例が示されて

いる。 

なお、電動工具等を用いたエアコン設置のためのコア抜きは、建築物等を解体、改造、

又は補修する作業に該当する。 

 

※２ 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令

和３年３月）p18 に、特定粉じん排出等作業に該当しない例が示されている。 

事前調査の要否について判断 

建築物等を解体、改造、又は補修する作業

である。  【大防法第 18 条の 15、※１】 
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特定建築材料が使用されているか 

石綿が重量 0.1%を超えて含まれている。 

【大防法第２条第 11 項】 

特定粉じんを多量に発生する等の原因とな

る特定建築材料か 

吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、

保温材及び耐火被覆材である。 

【大防法第 18 条の 17 第 1項、施行令第 10 条の２】 

届出不要 

発注者への書面交付による説明は適用

される。 【大防法第 18 条の 15 第１項】 

届出不要 

発注者への書面交付による説明及び

作業基準は適用される。 

【大防法第 18条の 15第 1項、施行規則第 16

条の４】 
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